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	フロン回収量の増大に向けた提案�ー家庭用エアコンからのフロン排出抑制についてー
	１．概要�　　１－１． 家電製品協会�    １－２． 家電リサイクル法�２．家庭用エアコンの回収の現状・課題�　　２－１. 回収率�    ２－２. 回収量�　　２－３．フロー推計�　　２－４．回収の課題�３．家庭用エアコンの回収率増を図る直近の主な動き�４．提案
	（１）家電製品協会�　　＜沿革＞�　　　1973年　家電製品協議会発足（関連工業会の連絡会）�　　　１９８０年　（財）家電製品等再資源化促進協会（廃家電の有効利用に関する研究）に家電製品協議会を吸収し、�　　　　　　　　　　（財）家電製品協会となる�　　　２０１２年　一般財団法人化し、（一財）家電製品協会となる�　　＜業務内容＞�　　　家電リサイクル事業、家電製品の普及啓発・調査事業、資格審査認定事業etc.��（２）指定取引場所・家電リサイクルプラント�　　　２００１年　家電リサイクル法本格施行と同時に設置�
	（１）家電リサイクル法で課された義務の一例�����������（２）家電リサイクル法における家庭用エアコンのフロン回収の規定
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	1.取り外し工事が必要（利用特性）�　　設置や取り外しについて専門的な技術が必要であるため、使用済みとなったとしても、�　　消費者が自ら取り外し、搬出することが困難��2.資源価値が高い（性状）�　　資源価値が高いため、不適正に取り外して売却が可能（冷媒フロンが回収される可能性は低い。）��3.法律のすき間（排出特性）�　　小売業者に当たらない事業者（遺品整理業、解体業、工事業者など）は一般廃棄物の収集運搬許可�　　を持っていないとことが多いと想定され、家電リサイクルの指定引取場所に運搬することが出来な�　　いため、不法・不適正なルートに売却されていると想定
	スライド番号 9
	�利用特性、性状、排出特性、これらによって、エアコンの回収が進まず、冷媒フロンが回収されないため、課題解決に向け、次の検討をお願いします。�＜フロンみだり放出の厳罰化＞�　「フロン排出抑制法」のみだり放出禁止規定の対象に家庭用エアコンを追加し、フロンみだり放出に対して厳罰化を行うようお願い致します。�　具体的には業務用冷凍空調機器と同様にフロン類をみだりに放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金とする。�

